
1 

内航海運輸送力向上事業費補助金実施要領 

 

令 和 ７ 年 ３ 月 ３ 日 

国海内第 222 号の２ 

国土交通省海事局長通達  

 

内航海運輸送力向上事業費補助金（以下｢補助金｣という。）の交付に関して、内航海運輸送力

向上事業費補助金交付要綱（令和 年 月 日付け国海内第  号。以下「交付要綱」とい

う。）に定めるもののほか、次のとおり取り扱うものとする。 

 

第１．目的 

この実施要領は、交付要綱第２条に掲げる事業の実施に関して必要な細目等を定めること

を目的とする。 

 

第２．補助対象事業者 

補助対象事業を行う者は、次に掲げる者とする。 

（１）内航海運業法（昭和 27 年法律第 151 号）第２条第２項に掲げる事業を行う内航海運業

者（以下「内航海運業者」という。）のうち、「みんなで創る内航推進運動」に参加して

いる事業者 

（２）自らの事業において内航海運業者に貨物を輸送させる者（以下「荷主企業」という。） 

（３）その他海事局長が適当と認める者 

２ 補助対象事業は、前項（１）、（２）で定める者からそれぞれ 1 者以上、合計２者以上の者で、

共同で実施しなければならない。そのうち、代表となる事業者を代表事業者、それ以外の事業

者を共同事業者という。 

 

第３．補助対象事業等 

補助対象事業は、以下に該当するものとし、いずれも補助対象事業の実施期間が１事業年

度以内に終了するものであること。 

 

(ア) 計画策定 

荷主企業と内航海運業者が連携して、内航海運における輸送力向上に向けた目標設定

とその目標達成に資する設備投資等の取組をまとめた「内航海運輸送力向上計画」を

策定するものであること。 

 

(イ) 実証実施 

（ア）の「内航海運輸送力向上計画」に基づく取組について効果検証する事業であり、

検証結果を内航海運の輸送力向上に資するモデル事例として、業界全体に横展開・普

及啓発することを目指す内容であること。 
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第４．補助対象経費 

補助対象経費には、次に掲げる経費を含まないものとする。 

（１）補助対象事業以外にも用いられる建物等施設に関する経費 

（２）机、いす、複写機等通常備えるべき設備・備品等及びパソコン等の汎用品を購入する

ための経費 

（３）補助対象事業の実施中に発生した事故・災害の処理のための経費 

（４）補助対象事業とそれ以外の事業との切り分けを明確にすることが困難である経費 

２ 交付要綱別表２の２の移動交通費は、補助対象事業を実施するために必要となる調査、情報

収集、会議への出席又は成果の発表、普及を行うための費用に限り、単価は社内規定若しくは、

国家公務員等の旅費に関する法律（昭和 25 年法律第 114 号）及び国家公務員等の旅費支給規

程（昭和 25 年大蔵省令第 45 号）の例による。 

３ 交付要綱別表２の６に含まれる経費は、補助対象事業に必要となる印刷製本費、通信運搬費、

会議費及び特に必要と認める経費とする。 

４ 第２項の会議費の単価は１人当たり千円以内とする。 

５ 前２項以外の単価は、社内規定等により常識の範囲を超えない妥当な根拠に基づくものとす

る。 

 

第５．交付の対象経費 

補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

 

第６．補助金の支払い 

補助金は、補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、必要があると認められる

経費については、概算払いをすることができる。 

２ 補助対象事業者が、前項の規定により補助金の支払を受けようとする場合は、交付要綱第

16 条第 2 項に規定する様式第 10 の補助金精算（概算）払請求書を海事局長に提出しなければ

ならない。 

 

第７．保存すべき証拠書類 

交付要綱第 7 条第２項に規定する保存すべき証拠書類は、次に掲げるものとする。 

（１）国土交通省へ提出した書類の写し 

① 補助金交付申請書 

② 補助対象事業計画変更承認申請書（該当する場合のみ） 

③ 補助対象事業【中止・廃止】承認申請書（該当する場合のみ） 

④ 補助対象事業遅延報告書（該当する場合のみ） 

⑤ 補助対象事業遂行状況報告書 

⑥ 補助対象事業実績報告書 

⑦ 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額確定の報告書（該当する場合のみ） 

⑧ 財産処分による収入金報告書（該当する場合のみ） 

⑨ 財産処分承認申請書（該当する場合のみ） 

⑩ その他この補助金に関し国土交通省に照会、回答等をした文書 
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（２）国土交通省から送付された書類 

① 補助金交付決定通知書 

② 補助対象事業計画変更承認通知書（該当する場合のみ） 

③ 補助金額確定通知書 

④ 財産処分承認通知書（該当する場合のみ） 

⑤ その他この補助金に関し国土交通省から通知、照会、依頼等を受けた文書 

（３）補助金を適正に使用したことを証する書類 

① 収支簿 

② 交付要綱別表１及び別表２に定める経費の支出の根拠を確認できる書類 

 

第８ ．その他 

 （１）特別の事情により第４．に定める補助対象経費によることができない場合は、あらかじ

め海事局長の承認を受けて、その定めるところによるものとする。 

（２）補助対象事業者は、補助対象期間中又は補助対象事業の完了の日の属する年度の終了後

５年間、海事局長から調査等の要請があった場合には、協力しなければならない。 

（３）補助対象事業者は、補助対象事業の完了の日の属する年度の終了後３年間、毎会計年度

終了後 30 日以内に、別添に定める事業状況報告書を海事局長に提出しなければならない。 

 

附 則 

この要領は、内航海運輸送力向上事業費補助金交付要綱の施行の日から適用する。 
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（別添） 

 

                                                             年  月  日 

 

 国土交通大臣        殿 

 

代表事業者の名称及び住所並びに 

その代表者の氏名        

（協議会名：                ） 

                     

内航海運輸送力向上事業費補助金 

事業状況報告書 

 

標記補助金に係る補助対象事業の実施状況について、内航海運輸送力向上事業費補助金実施

要領第８．（３）の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

記 

1. 目標達成状況 

区分 項目 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 

目標値 

輸送トン数 

（ｔ） 
    

輸送距離 

（km） 
    

実績値 

輸送トン数 

（ｔ） 
    

輸送距離 

（km） 
    

（※）令和 8 年度以降の目標値は、前年度の実績に基づき設定すること。 

2. 本年度の実施内容と今後の取り組み 
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